
○ 飼 い 主 の いな い 猫 を 増 やさ ない 活 動支 援 事業 につ いて 

杉並 保健 所生 活衛 生課 長 喜多 川 和美 

現在 、 区 で 行 って いる 、「 飼 い 主 のい な い 猫 を 増 やさ ない 活動 支援 事 業 」 は 、 

単 に 飼 い 主 の いな い 猫 の 不 妊・去 勢手 術 の 助 成 を 目的 にし てい るの では な く 、 

飼 い 主 の いな い 猫 の 問 題 は 地 域 の 問題 と して 地域 ぐる みで 解決 する 事 を 目 標 

に 、 適正 管理 をす る グ ルー プ を 育 成 す る 為 の モデ ル 事 業 と して 獣医 師 会 の 協 

力 を 得 て 行 っ てお りま す 。 ま た 、 飼 い 主 のい ない 猫 を 世話 する 活動 は 、 命 あ 

るも のを 扱 う 以上 、 餌 をや り ・ 不 妊 ・ 去 勢 を すれ ば 良 い 訳 でな く 飼 い 猫 と 同 

じよ うに 終生 の 飼 養責 任 と 、 地域 に 対 し 社会 的責 任 が ある と 考 えて お りま す 

し 、 グル ープ 活動 （ 地 域活 動 とし て 協 力 や 理 解 を 得 ら れる ため ・ ト ラ ブル 発 

生時 の 安 全確 保・個 人 の 都合 で 猫 の 管 理 が 中 止 さ れな いた め ）･マイ クロ チッ 

プ (二 重 開腹 防 止 ･当事 業 で 管理 さ れ てい る 固体 識 別 ・ 管 理 者 とし て の 自覚 を 

促 す ため )・感染 症予 防注 射及 び 駆 虫等（ 飼 い 猫 と 同等 の 健 康管 理 を 行 う こ と 

によ り 猫 の 福 祉 と 人 へ の 被 害 防止 ） は モ デル 事業 とし ては 必須 のこ と と 考 え 

てお り 、 これ らは 獣医 師会 が 負 担 し 実 施 して いま す 。 

１ ． 住民 の 要 望 に 沿 っ た 、 支援 事業 制 度 の 改 善 の 件 に つい て 

ま ず 、（ １ ）の 助成 頭数 の 増 加 に つき ま して は 、税 で 飼 い 主 の いな い 猫 の 不 

妊 ・ 去勢 手術 を 何 処 ま で 負 担 する か 、 何 処 ま でが 飼 い 猫 で 何処 まで が 飼 い 主 

のい ない 猫 か の 判 断等 難 し い 問 題 があ り ます が 、（ ３ ）の 協 力動 物 病院 制度 の 

件 を 含 め 今後 の 検 討課 題 と させ て いた だ きま す 。（ ２ ）の 申 請時 期 につ きま し 

ては 、 申 請後 の 承 認作 業 や 、 年度 切 り 替 え 、 狂犬 病予 防注 射事 業 の 兼 ね 合 い 

等 に より 春先 年度 をま たい での 実 施 は 困 難 と 考 え てお りま す 。 

２ ． 飼 い 主 の いな い 猫 対策 の 普 及啓 発 徹底 の 件 に つい て 

（ １ ） セ ミ ナ ー の 開 催 （ ２ ） 町 内 ・ 自 治 会 の 件 に つき ま し て は 、 適 正 飼養 

普及 員 の 意見 を 踏 まえ 検討 課題 と させ て いた だき ます 。 

（ ３ ）モデ ル 地 区 の 設置 の 件 につ き まし ては 、品川 区 の モデ ル 地 区制 度（ 地 

域 猫 を 実 施 し て い る 人 が 、 町 会 等 に 趣 旨 説 明 を し 地域 の 問 題 と し て 解 決 す 

る 場 合 に 、 猫 の 不 妊 手 術 の 助 成 がで る 制 度 で 、 餌 場 の 指 定 や 許 可 を 与 える 

もの では ない 。）と 杉並 の 制 度 と の 差 はあ まり なく 、動 物対 策連 絡会 で の 議 

題 と させ てい ただ きま す 。 

３ ． 公共 の 場 にお ける 杉並 ルー ル の 適 用 の 件 につ いて 

（ １ ）「 ル ール を 守 っ た 餌 やり 」の 許 可 につ きま して は「 杉 並 ル ール 」では 

土地 の 所 有者 の 許 可 と 近隣 の 協力 を 得 る こと が 必 要 と なっ てお りま す 。 そ の 

ため 、 管 理者 であ るみ どり 公 園課 が 公 園 の 使 用目 的 や 利用 状況 ・ 近 隣 の 理 解 

等 に より 「 餌 やり 禁止 」 の 判 断 を した 事 は 、 特 に 杉並 ルー ル の 趣旨 に 反 し て 

いる とは 考 え てお りま せん 。 

（ ２ ） 区内 公園 での 普及 啓 発 の 件 に つ いて は 、 公園 とは 特 に 限定 せ ずに 広 

報 ・ リー フレ ット ・ ポ スタ ー 等 で の 啓 発 を 訴 えて いき ます 。 

区 は 、 今後 も 動 物衛 生行 政 につ いて 努 力 し てい きま すの で 、 何卒 、 ご 理 解 

を 賜 りま すよ うお 願 い いた しま す 。 
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○ 区内 公園 内 の 餌 や り 禁 止等 につ い て 

杉並 区都 市整 備 部 みど り 公 園課 長 吉 野 稔 

ま ず 、 公園 管理 者 に は 公 園 を 快 適 に 利 用 で きる よう に 維 持管 理 し て いく 責 

務 が あり ます 。 そ こで 利用 者 や 近 隣住 民 にと って 迷惑 とな る 公 園利 用 につ い 

ては 注意 を 喚 起 す る 看 板 を 設置 し てい る とこ ろで す 。 

公 園内 での 猫 の 餌 や りに つ いて は 近 隣 から 、 餌 が 片 付 け られ ない で 臭 う 、 

不衛 生 、 近隣 のお 宅 に 猫 が 糞 をし て 困 る など の 要 望 が あり 、 公 園 を 管 理 す る 

立場 から 必要 であ ると 判断 し 、 餌 やり 禁 止 の 注意 板 を 掲出 して いる もの で す 。 

地 域住 民 の 猫 に 対 す る 理 解 が 進 んで い ない ので 、 餌 やり 禁止 看板 を つけ ざ 

るを 得 な いの が 現 在 の 状況 です 。 

ま た 、 公園 への 動物 虐待 、 遺棄 防止 の ポス ター 等 の 掲示 につ いて は 、 屋 外 

広告 物 の 規制 もあ り 、 掲示 板以 外 への 掲 出 は 困難 であ ると 考 え てお りま す 。 

動 物 と の 共 生 の 視点 から こ の 問 題 に つ いて は 、 動物 愛護 のた め 責 任 を 持 っ 

て 活 動 し てい る 方 々  と 、 近 隣 住民 の 方 々  との 対話 の 中 から 時間 をか け て 解 決 

策 を 探 っ てい くこ とが 最善 策 と 考 えま す ので 、 ご 理解 をお 願 い いた しま す 。 

貴 重 な ご 意 見 を あり がと うご ざ いま し た 。 
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